
窓口相談

越智 和紀【中小企業診断士】

大手人材派遣会社にて経営企画に従事。その後広告系に特化した人材派遣事業を起業後、
コンサルティングファームのプラウドフットジャパンに入社。建材、消費財、薬品、食品などの
メーカー、小売チェーン、飲食チェーン、教育サービス業などの営業・製造/設計部門・経営
企画・人事・財務・総務部門など多岐にわたる業界・業種にて事業調査、現場の実行力変革
プロジェクトを支援。
中小企業診断士として、2023年3月まで東京商工会議所のビジネスサポートデスク（東京南）
の専門家コーディネータとして活躍。
中小企業へのコンサルティングを中心に幅広く活動している。

■新規事業開発・スタートアップ相談 担当窓口相談員

東京商工会議所ビジネスサポートデスク（東京南）では、企業経営に関する様々な課題の解決をお手伝い
するため、中小企業診断士や税理士、社会保険労務士などの専門家に相談ができる窓口を設置しており
ます。新規事業開発・スタートアップに関するご相談を承っております。お気軽にご相談ください。ご利用は
無料です。

専門家が課題解決をサポート！

ご利用は無料です！

事前予約制です。詳しくは裏面をご覧ください。

▼このようなお困りのことはございませんか？

新規事業の開発をしたい

○新規事業の計画の立て方を知りたい
 ○新規事業を進めるにあたり、どのようなリスクが
あるか知りたい

○新規事業をどのように拡大していけばいいか
相談したい

「新規事業開発・
ご相談ください！ご相談ください！

スタートアップ相談」

スタートアップ企業を始めたい

○起業をしたい
○資金調達方法（ベンチャーキャピタル・

 エンジェル投資家）について相談したい
○出口戦略（ＥＸＩＴ）を見据えた事業計画を

 立てたい

ご相談
無料「新規事業開発・

スタートアップ相談」



相談予約のご案内
東京商工会議所ビジネスサポートデスク（東京南）

担当エリア：千代田区・中央区・港区・
 品川区・目黒区・大田区

開催日 【新規事業開発・スタートアップ相談】

202303

東京商工会議所は2015年4月、23区内4か所に東西南北の「ビジネスサポートデスク」を
開設しました。23区内の中小企業・小規模事業者・創業予定者の方の、事業承継や持続的
な成長・発展への支援、創業予定者へのキメ細かい相談を行う拠点として運営しています。

ビジネスサポートデスク（東京南）では、東京２３区の都心・城南エリア（千代田区・中央区・港区・
品川区・目黒区・大田区）を担当しています。
※東京都「地域持続化支援事業」の補助を受けて運営しているため、当デスクでの相談は全て無料です。
※ご相談の内容・秘密は厳守いたします。

■ビジネスサポートデスクって？

■ご相談までの流れ

①予約のご連絡

当デスクの窓口へお越しください。

  電話 ： 03-6324-4139
E-mail ： bsdsouth@tokyo-cci.or.jp

②窓口ご来所 JR浜松町駅 直結の世界貿易センタービルディング南館5Fです。（下記ご参照）

ご相談は事前予約制です。下記によりご予約のうえ、お越しください。

■2024年度開催予定
※掲載内容は2024年3月現在の情報です。
※下記の予定は変更になる可能性がございます。必ず事前にお問い合わせください。

■相談のご予約・お問い合わせ先

東京商工会議所ビジネスサポートデスク(東京南)

4/23（火）、5/28（火） 、6/25（火）、 7/23（火）、8/20（火）、9/24（火）、
10/22（火）、11/26（火）、12/24（火）
2025年1/28（火） 、2/25（火） 、3/25（火）

【予約受付時間 】月曜日から金曜日の9：30～17：00（祝日・年末年始は除く）

【所在地】〒105-5105 東京都港区浜松町2-4-1世界貿易ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ南館5階

【アクセス】 都営浅草線 都営大江戸線 大門駅 徒歩2分

JR 東京モノレール 浜松町駅 南口 徒歩1分

＜ご相談にあたってのご注意＞
■電話・ＦＡＸ、電子メールでの相談は行っておりません。また、ご相談は経営に関するものに限りますのでご注意ください。■予約状況によってはご希望の日時にご相談を承れ
ないことがございます。■最終的な意思決定、経営判断は相談者ご自身でお願いします。当デスクでの相談・支援はそのための各種アドバイス等となります。相談・支援の内容、
助言・アドバイスの有無によっていかなる損害が発生した場合でも、東京商工会議所および支援担当者は一切賠償責任を負いません。また、経営者以外の方からの相談は、
経営者本人の了解がないと、承れない場合がありますのでご注意ください。
■計画書・申請書等の書類作成代行、HP作成、販促ツールや営業資料等の制作代行はいたしません。また、特定の企業の紹介・斡旋はいたしません。■業種・業態によって
はご相談を承れない場合がございます。■係争案件の仲裁、企業・行政への要望などは受け付けておりません。■ご相談者が開示する情報（個人情報を含む）は東京商工会
議所および支援担当者が相談・支援業務のために利用するほか、東京商工会議所からの各種情報提供・事業案内に使用することがあります。
■掲載内容は2023年3月現在の情報です。

事務局に空き状況をご確認ください。
ご予約の受付を致します。

電話予約   メールでの問い合わせ

☎ 03-6324-4139

① 10：00 ～ 11：00 ② 11：00 ～ 12：00
③ 13：00 ～ 14：00 ④ 14：30 ～ 15：30

■いずれかの時間をご指定ください。

📧 bsdsouth@tokyo-cci.or.jp
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